
 

沿 革 

１９７７年１１月 社会福祉法人笹桐福祉会認可 理事６名 監事２名 

 

１９７８年 ４月 第２種 社会福祉事業 

            名 所  たけおか保育園 開 設 

                 定 員 １００名 

 

１９９９年 ４月    名 所  郡 山 保 育 園 開 設 

                 子育て支援事業・パンダ館開設 

鹿児島市郡山児童クラブ委託運営 

                 定 員 ９０名 

                 

２０１０年１１月    名 所  たがみ台保育園 開 設 

                 定 員 １２０名（２０１６年４月定員増）                    

事 業 内 容 

（１） 入園児数（２０２２年１月３日現在） 

 内訳 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

１２名  ２１名 １４名 ２２名 １５名 １９名 １０３名 

               

（特別保育対策事業） 

  ＊延長保育・・・・・通常保育時間以外、午後７時迄の保育(有料) 

  ＊障害児保育・・・・障害、軽度障害児の処遇向上を図る 

＊地域活動事業・・・世代間交流、育児と仕事の両立支援事業 

  

 

（２） 職員数（２０２２年１月３日現在） 

 

園長 

 

主任 

 

副主任 

 

保育士 

栄養士 

調理員 

事務員 

その他 

 

合計 

 １名  １名  １名 ２１名 ３名 １名 ２８名 
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法 人 理 念 

 ・児童福祉法人として、地域における社会福祉の増進を図ります。 

 ・家庭、地域との連携を深め子育ての核となる保育園をめざします。 

 ・職員全体の資質の向上及び専門性の向上を図るよう努めます。 

 

保 育 理 念 

 ・乳幼児の最善の利益を考慮し、その福祉を増進します。 

 ・一人ひとりの子どもの育ちを支援します。 

 ・保護者の子育てを支援します。 

 ・子どもと子育てにやさしい地域づくりに寄与します。 

当園では、上記の理念を基に将来社会生活に共存していける大人の基礎づくりとして、 

以下の項目ごとに取り組みを明確化していきます。 

 

（１）保 育 目 標 

「感謝の心」「自立の心」「思いやりの心」を育み、人も社会も幸せにする 

・自然の恵みに感謝し、なんでもよく食べて遊べる健康な体と心をはぐくみます。 

・夢や志に向かって、主体性を持ち生きようとするたくましい自立の心をはぐくみます。 

・人の喜びや悲しみ、痛みに共感するやさしさや思いやりの心をはぐくみます。 

 

（２）子 ど も 像 

「 笹のようにたくましく 桐のようにやさしく 」 

・「つくる力」 ➡ 見分けられ、聞き分けられ、考えられ、つくりだせる子   

・「つながる力」 ➡ 自分を大切に、友達を大切に、物や自然を大切にする子   

・「もちこたえる力」 ➡ 元気で主体的に行動し、最後まで諦めない子       

 

（３）保 育 園 像  

「 子どもにとって安心でき、 

    信頼出来て緊張感が解放される場としての保育園 」 

 

     ・和の雰囲気が感じられる保育園    ・明るく創意に満ち、励みあう保育園 

     ・保育環境として、ふさわしい保育園  ・伝承遊びを通し、育ちあえる保育園 

 

   （４）保 育 方 針 

    「 そのままでいい まるごとかかえ共に育ちたい 」 

     子どものありのままの姿を受け止め（受容）、声を傾け（傾聴）、感情に寄り添い（共感） 

    子どもの最善の利益を保護者と職員が一緒に考え（協働）そして信頼関係を深め、共に 

     成長していきたい。 この願いを保育に反映していきます。 

―２― 



 

 

保 育 の 特 徴 

〇 ク ラ ス 編 成 

     

ひよこ１ …（ 0 歳児）  ひよこ２ …（ 1 歳児）   ひよこ３ …（ 1 歳児）  

  

ひよこ４ …（ 2 歳児）  ひよこ５ …（ 2 歳児） 

 

ひばり・ちどり・つばめ・うぐいす … ３，４，５歳児混合クラス   

  

 

 

○ ０，１，２歳児は、大人と子どもの親密な結びつきを保証するため育児担当制を導入し、 

遊びを通じて一人ひとりの発達を最大限に発揮できるようにしています。        

（大人との相互作用の中で人への信頼感と主体性を培う） 

 

 

○ ３歳以上児のクラス（ひばり組、ちどり組、つばめ組、）は異年齢（混合クラス）構成の中

で、音楽（わらべうた）・数・文学・環境認識・体育・美術の課業を系統的に取り入れ、知

的・身体的・情緒的に心も体も発達した子どもに育つよう努力しています。          

多様な仲間関係の中で、子ども同士の社会的相互作用を経験して、自己主張や自己抑制の必要

性や方法を学びます。保育はなるべく自由形態で行いますが、大人からの意図的な働きかけを

行う中で子どもの意志を尊重しながら、主体性を育てます。週に 3 回程度それぞれの年齢に分

かれて保育する時があります。   

また、月２回の体操教室、年中・年長児は月２回のスイミング（希望者）、年長児は月２回の

英語教室を行なっています。 

 

 

〇 年長児は、10 月頃よりお昼寝していた時間を利用して、就学前保育に移行します。 

  この時間は、ねらいをもった課業、ルールのある遊びやゲーム、給食、掃除、などの活動を

します。 
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★課業とは 

６つのそれぞれの分野で、子どもたちの経験・興味・発達に即して大人がねらいをも 

って計画したものです。子どもが自ら遊びの中で学習することを優先し、大切にして 

いますが、いずれは全員参加の形になるよう段階を踏んで計画し、工夫していきます。 

その中で、個々に合わせた評価や課題の提供をし、日常生活や遊びの中で継続して関 

心を深めたり、ねらいとする部分を感じ、意識していけるよう配慮します。 

 

 

 

音楽（わらべうた）・・・リズムの発達・聴感の発達に即したねらいをもって構成します。         

次ページに詳しく記載しています。 

 

 

数（すう）・・・数(整数・物の順序等)・量（長さ・高さ・広さ等）・形・位置などを遊びを通し

てそのものの性質や特徴を繰り返し調べたり、比べたり、分けたりする中で、

物事を客観的にとらえたり想像する力、観察、整理して考える力が育ちます。 

 

 

文 学・・・・・様々な分野のことばあそびや、おはなしの世界を知り、あそびを体験すること

で、想像・創造しながら表現することを楽しみ、豊かな情緒を育んで価値観を

育てます。 

 

 

環境認識・・・・子どもたちに自分の周りをとりまく環境を知ってもらえるよう、テーマ（人間

動物・植物・季節・交通など）をもって提供します。子どもたちが、「なぜ 」 

「どうして？」と興味を持って環境に関わり知ることで、自立して判断し、行

動することにつながります。 

 

 

体 育・・・・・移動運動（歩く・走る・跳ぶ）・平衡運動(支え)・操作運動（投げる）をねらい

とし構成します。体操練習の中でバランスよく体を動かし下肢・上肢・体幹を

鍛え、筋力・持久力・柔軟性や調整力が身についていきます。また、運動遊（集

団ゲーム）を通して、認知能力や情緒・社会性の発達にもつながります。 

 

 

美 術・・・・・様々な体験や遊びを通して、想像性・創造性を育み、自己表現能力や感性を育

てます。また、いろいろな素材（自然物も含めた）・道具に触れ、扱うことで知

的・身体発達にもつながります。 

           

 

 

―４― 



 

わらべうたがもつ年齢への特徴 
  

わらべうたは、子どものあそびから生まれたうたですから、子どもたちが無理なく歌える音域で形

作られており、聴覚、発声能力、認識能力すべてが発達中の子どもにとってより自然に、より清潔

にうたえるものといえます。また、うたの内容をお話のようにイメージ（想像）してうたうことで

楽しみながら表現することができます。これは、音楽的知性、言語的知性を培い、保育指針におけ

る五領域の中の「言葉」「表現」「健康」につながります。 

 

〈３歳未満児〉 

０歳～２歳児、いわゆる乳児といわれる子どもは、この短期間に身体的・知能的発達が著しく見ら

れます。この３年の間にたっぷりと１対１のあそばせ遊びを体験することで、情緒の安定が備わり

ます。また、より身近でうたを聞くことにより、言葉への興味も増してきます。私たち大人が、一

つでも多くのあそばせ遊びを知ることで、スキンシップの大切さを理解して頂けたらと思います。 

※「あそばせ遊び」とは０~２歳位の子ども達に大人がしてあげる遊びで、伝承の子育て方法です。 

 

〈年少〉 

年少児（３歳）は、心身ともにめざましい発育・発達を示し、知識欲が高まり、言語能力がますま

す豊かになっていきます。 

わらべうたを通して、身近な人や自然と関わる中で、自分を認めてもらい、独立した存在として自

我の確立を促すように個々に働きかけ、社会的知性を高めます。 

 

〈年中〉 

年中児（４歳）は、自我が芽生え始める一方で、心の葛藤を体験し、自分の意志とは相反する行動

をとることから『揺れる時代』と言われます。 

わらべうたを通して、自信をもって行動ができるように働きかけ、言語的、感情的な発達を高めま

す。また、相手の心を思いやり、気遣う感受性を育む事で、他者の存在を意識する様になります。 

 

〈年長〉 

年長児（５歳）は、自主性や自立が育ち、自己判断が出来るようになります。 

わらべうたを通して、問題を解決する資質や能力を伸ばし、心身ともに健全で情緒豊かな心を育み

ます。また、より複雑なあそびの形態を通して、個々の役割を認識することで自分も相手も受け入

れられるようになります。 
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入 園 の 心 得  

１．保 育 時 間 に つ い て 

 

（１）保育標準時間認定に係る保育時間 

７時から１８時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、１９時ま

での範囲内で時間外保育を提供します。  

※延長保育利用料  18 時～19 時  300 円（月極め 2500 円） 

なお、急に残業等入った場合は 17 時 30 分までご連絡下さい。 

この場合、日割りで延長保育の対象となります。 

 

（２）保育短時間認定に係る保育時間  

    ８時３０分から１６時３０分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7 時から 

８時３０分まで、又は１６時３０分から１９時までの範囲内で、時間外保育を提供します。 

※延長保育利用料     ①7 時～８時３０分     １００円（月極め  ５００円） 

②１６時３０分～１８時    １００円（月極め  ５００円） 

③１８時～１９時      ３００円（月極め２，５００円） 

 

(３) 午前９時には、各クラス外遊び等の活動が始まります。 

   子ども達が気持ちよく朝のスタートを切れるように、午前９時までには登園しましょう。 

   又、病院受診等を含め何らかの理由により登園が遅くなる場合も早めに連絡をお願いしま 

す。その際、給食の提供は１２時２０分までとなりますのでご了承下さい。      

 

 (４) 昼食後、食事を済ませたお子さんよりお昼寝をします。ひよこ組は１２：００～１４：００、 

  ひばり組、ちどり組、つばめ組、うぐいす組は、１２：３０～１４：３０の時間帯にお迎えの 

場合は、事前に職員の方へお伝えください。 

 

２．欠 席 並 び に 休 園 に つ い て 

（１） 欠席の際は、９時３０分まで御連絡下さい。（給食室への人数報告の時間） 

 

（２）日曜日、祝日、お正月（１２月２９日～１月３日）は休園、年度末（３月末）は２日程度 

新年度準備の為に休園です。御協力をお願いします。 

 

（３）気象に関する警報又は特別警報が発令された場合は、児童や職員の安全を考慮し、自宅待

機や休園の措置をとることがあります。 事前に預け先の確認をお願いします。 

 

（４）保護者の方々が休みの場合は、お子さんとなるべく過ごして下さい。親子のふれあいは、 

情緒の安定の基礎です。情緒の安定があって、すべての成長が促されます。 

―６― 



 

 

３．登 降 園 時 の 注 意 

（１）登降園は児童票記入の道順にしたがっていたしましょう。園の周りは駐車禁止になっており

ますので、園の駐車場（２~３台可能）を利用してください。尚、やむを得ず路上に駐車さ

れる場合は必ず保育園側に駐車し、５分程度で移動できるようにしましょう。 

又、学童の子ども達の登下校と重なる時間帯がありますので歩行者の方にはくれぐれも注意

し、学校側には絶対に駐車しないようにしましょう。 

※登降園の際はカメレオンコードにて登降園時間の打刻を忘れずにお願いします。 

（２）子どもは必ず保護者同伴。登降園名簿に記入し、確実に保育士へ手渡して下さい。 

保護者以外の方の送迎の場合は、必ず電話連絡をお願いします。（迎えに来る方の名前と特

徴を伝えて下さい。）なお、園舎入口の門扉は必ず施錠をお願いします。 

又、玄関入り口は自動センサーになっています。子どもが開閉すると故障の原因になります

ので、必ず大人の方が開閉するようにして下さい。 

 

（３）お菓子や玩具は登園前に保護者の方でお預かりしてください。 

カバンにつけているキーホルダー類・髪留め・ゴム等が紛失した場合、責任は持ちかねます

のでご了承下さい。 

 

（４）早寝・早起き・朝ご飯を心掛け、リズム良い生活を作っていきましょう。 

    （朝ご飯は必ずご家庭で済ませてきましょう。） 

４．所持品の取り扱いについて 

（１）ひよこ組は・・・親の確認が必要の為、保護者自身で登降園時に実施しましょう。      

３歳（年少）、４歳（年中）は、・・・できる分量だけ子どもにさせ、確認をお願いします。 

５歳（年長）は、・・・前期までは年少、年中と同じように、後期より自分で出来るように 

し ま し ょ う 。 褒 め て 励 ま し て あ げ る こ と で 「 や る 気 」 が 育 ち ま す 。            

ただし、確認だけはお願いします。 

 

（２）提出物は、期日内に提出をお願い致します。 

又、集金等は事務所にお持ちください。必ず保育者に手渡して頂き、金額の確認を職員と           

    一緒に行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―７― 



 

５．給 食 に つ い て    

（１）離乳食献立や年齢にあった食事の形態と食育等に取り組み食育指導を行っています。 

地産地消に取り組み、子ども達が季節の食材に触れ、食に対する意欲や感謝の気持ちを育み

ます。 

     毎月の身長、体重に照らし合わせ、子どもたちの食事の量や活動量等を把握し健康増進に

努めます。アレルギー除去食を必要に応じて行い（医師による診断書が必要）、素材を活か

した献立作成を工夫しています。又、保育園では食事の提供時間が決まっており、１２時

２０分以降の食事の提供が出来ませんのであらかじめご了承下さい。 

（２）◎ ０歳児（ひよこ１組）※ミルク・主食・副食ともに保育園で準備します。 

      ・おやつ、食事共に月齢に応じてミルク又は離乳食として提供します。 

◎ １・２歳児（ひよこ２、３、４、５組）※主食・副食共に保育園で準備します。 

  ・①朝のおやつ（午前８時３０分から）・②給食・③午後のおやつ（午後２時３０分から） 

◎ ３・４・５歳児（ひばり、ちどり、つばめ組、うぐいす組）※副食のみ保育園で準備します。 

      ・主食（ご飯）をお弁当に入れて持たせて下さい。 

      ・ご飯は、炊いた量で１１０ｇが目安となりますが、初めは子どもの食べきれる量を入れ

て徐々に増やしていったらよいでしょう。 

      ・①給食 / ②午後のおやつ（午後３時頃） 

      ・献立が麺の日は、主食（ご飯）の準備はいりませんので、毎月の献立を確認して下さい。 

（３）おやつの食材は、牛乳・スキムミルク・果物・手作りおやつ・菓子類です。 

市販のお菓子は色料、防腐剤等確認して購入しています。 

 

（４）誕生会の日は、誕生会メニューとなりますので、３，４，５歳児（ひばり組、ちどり組、つば

め組、うぐいす組）も主食（ご飯）は要りません。個々に応じて必要なお子さんは、お箸だけ

持たせて下さい。子どもたちが食べた副食、おやつは、毎日給食室のカウンターに展示しま

す。 

６、連 絡 事 項 に つ い て 

（１）保育園からのお知らせは、「園だより」「給食献立」「クラスだより」また、その他必要に応じ

て「おしらせ」を発行いたしますので必ず目を通して下さい。 

尚、玄関入口の掲示板にて、その都度連絡、報告等が示してありので、送迎時に各自でご確認

頂きますようお願い致します。 

（２）朝、元気で登園した子どもが急に発熱、腹痛、歯痛等その他の事情で連絡する場合がありま

すので、家庭、両親の職場、第三者（祖父母、親しい方等）の電話連絡先を保育園にお知らせ

下さい。保護者の方がお休みで子どもさんを保育園にお預けになる場合も、連絡がスムーズ

に取れる様に、必ずお知らせ下さい。 

※ 職場変更、氏名の変更、住所の変更、第三者の方の連絡先が変わった時も、即時、変更事項を 

担任へご連絡下さい。市役所へ変更届が必要な場合があります。 

―８― 



 

７、健 康 に つ い て 

（１）感染症など 

集団（団体）生活では、感染症が他人へ及ぼす迷惑を考えて早めに医師に診ていただき、 

必ず休ませて下さい。お世話が出来ない場合は、乳幼児健康支援一時預かり施設をご利用下

さい。また、インフルエンザは、解熱して３日程度は感染力があります。登園する際は、感染 

症の登園基準（別紙）を確認の上、登園していただきますようお願い致します。 

嘔吐下痢は、熱がなくても感染力があり脱水症状を起こします。嘔吐が止まり、普通便に戻っ

てからの登園をお願いしています。必ず気をつけて医師に診ていただいて、抗生物質の投薬

の場合は、感染力が続いていますので、自宅で安静に過ごして下さい。 

感染症（インフルエンザ等）が治癒し登園される場合は、登園許可証明書が必要になります。

書類は保育園にあります。登園めやすなどは、しおりに添付されている感染症の登園基準を

参考にして下さい。＊日本保育園保健協議会のガイドラインに即したものです。 

 

（２）原則として、保育園では保護者以外はお子さんの投薬をできないことになっています。鹿児

島市医師会小児科医会でも、朝夜の２回処方するように共通理解がされていますので、医師

とご相談ください。やむを得ない場合は、医師の処方を受けた薬を投薬します。薬１袋ずつ

に、クラス名と名前（フルネーム）を書き、投薬依頼書に自筆で何の薬か、飲ませる時間、量

など必要事項をしっかり記入し、処方薬の説明書を添えて事務所カウンターに提出して下さ

い。確認が取れない場合は、電話連絡にて確認させて頂くことがあります。 

水薬はお子様が服用する１回分だけ容器に入れて持ってきてください。 

 

（３) 昨夜と朝の子どもさんの状態を観察され異常のある場合は必ず連絡して下さい。 

 

（４）身体や衣服はいつも清潔にして下さい。 

また、爪もひっかきや子ども自身の怪我にもつながりますので、短く切って下さい。 

 

（５）早寝・早起き・朝ごはんを心がけ、リズム良い生活をつくっていきましょう。 

   （朝ごはんは必ずご家庭で済ませてきましょう。） 

 

（６）集団生活の場では、十分気をつけていても、とっさの怪我をすることがあります。 

応急処置をして、保護者への連絡はその都度いたします。職員会議を開催して、怪我の状況

把握に配慮しています。尚、子どもの心身の発達、経験を健やかに育てるという事等を考え

ると心を痛める事柄です。ご家庭での怪我等も必ず保育者にお知らせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

―９― 



 

（発病の処置について） 

  ※ 発熱について 

      ３７．５℃になれば、電話連絡でお知らせ致します。（熱性痙攣をお持ちのお子さん） 

      ３８．０℃以上になればお迎えをお願い致します。 

  ※ 嘔吐・下痢について 

     ３、４回続くようでしたら、お迎えをお願い致します。 

     感染する嘔吐・下痢もありますので、医師の診断を仰ぎ登園させて下さい。 

※ 感染について 

  集団生活の蔓延を防ぐ為に、早めに医師に診ていただき、必ず休ませて下さい。 

病後、登園する場合は医師の許可を受けてから登園させて下さい。 

ご存知でしょうか？ 

子どもさんが、水ぼうそうやインフルエンザ等の感染症に罹り、仕事が休めず看てくれる人もいない 

時に、利用出来る乳幼児健康支援一時預かり（病児保育）施設があります。 

また、お迎えの時間に間に合わなかったり、急な発熱で迎えに行けなかったりする時には、ファミリ 

ーサポート支援などもあるようです。 

＜乳幼児健康支援一時預かり施設＞ 

   みなみクリニック・ダーグヘム     ℡ ０９９－８１２－６１６５ 

    池田病院チックタック童夢館       ℡ ０９９－２５５－３７３７ 

    紫原たはら医院・グッドラック     ℡ ０９９－２５０－３２３１ 

    川畑医院 ぱらんせ          ℡ ０９９－２９４－５０００ 

    谷山生協クリニック・レインボーキッズ ℡ ０９９－２６７－２０２８ 

    中瀬小児科 マーミン         ℡ ０９９－２６６－１１８９ 

    あおぞら小児科 あまやどり      ℡ ０９０－１９２６－４１５６ 

＊鹿児島市ファミリー・サポート・センター ℡ ０９９－２２６－７８５５ 

 

 

 

８、その他 

（１）保護者参加の園行事には、積極的に参加しましょう。 

    ※詳しくは年度初めに配布される年間行事予定をご確認下さい。 

 

（２）保育園の運営については、社会福祉法人笹桐福祉会の評議委員会及び理事会の討議を踏まえ、 

   ３分の２以上の賛成を得て決定致します。所轄所（市役所）へは決定に従い報告し、運営して

います。 

 

（３）認可保育園として、年１回の鹿児島市指導監査課による評価を受け、適正な運営に努めていま

す。 
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持 ち 物 に つ い て 

 

 

 

 

 

 

毎

日

持

っ

て

く

る

物 

（０・１・２歳児） 

ひよこ１，２，３，４組 

（３・４・５歳児） 

ひばり組，ちどり組，つばめ組,うぐいす組 

・あゆみ帳 

（自分のマークのついた所定のかごに入れてください） 

・着替え（２～３組） 

  →肌着・上着・ズボン１組セットを 

袋に入れて準備 

  ※季節により枚数の変更がございます。 

・おしりふき・オムツ（５～６枚） 

   ※オムツにも名前記入 

・ビニール袋（２枚程） 

    ※汚れ物・使用オムツ入れ 

・エプロン２枚 

   ※食事、おやつ時使用 

※必要に応じてガーゼも使用 

・おしぼり（０歳児不要）  

   ※乾いたおしぼりをケースに入れて 

     お持ちください。 

・お手拭き用タオル（提げひも付き） 

・連絡帳（自分のマークの札のついたクラスのラックにいれる） 

 

・着替え（１～２組） 

   →肌着・上着・ズボン１組セットを袋に入れて準備 

    ※季節により枚数の変更がございます。 

 

・ビニール袋（１枚程）  ※汚れ物を入れるため 

 

・お弁当袋  ※登園したら所管箱に入れて下さい。 

・お弁当（主食のみ） 

・お箸 

※スプーン使用の子どもさんは不要 

      

・ハンカチ（年長児） 

     ※年長児は就学前指導として毎日準備 

・お手拭き用タオル（提げひも付き） 

一

週

間

お

い

て

お

く

物 

・お布団（月末は一式持ち帰り、清潔にしましょう） 

（各クラスの所定の場所へ、布団入れ袋は各クラスのカゴ

の中へ入れてください） 

・園庭用靴（靴袋に入れて） 

（ひよこ１組は、歩行が安定して外遊びに行く時期に担任

より声をかけます） 

・カラー帽子 

・コップ（ひよこ１組さんは園のものを使用します） 

・お布団（月末は一式持ち帰り、清潔にしましょう） 

（各クラスの所定の場所へ、布団入れ袋は各クラスのカゴの中へ入れてくだ

さい） 

・パジャマ 

・園庭用靴（靴袋に入れて） 

・カラー帽子 

 

※ シーツは週の始めに持参して、週末に持ち帰り洗濯をお願い致します。 

※ シーツのつけ外しは保護者の方でお願いします。 

時

々

点

検

す

る

も

の 

・お昼寝用布団 （ご家庭に持ち帰り、洗濯、天日

干しするなどしてください） 

・コップ 

 

 

・お昼寝用布団   

（ご家庭に持ち帰り、洗濯、天日干しするなどしてください） 

・歯ブラシ (３歳以上児のみ) 

  ※傷んでいる時は取り替えて下さい。 

・コップ 

 

 

 

 

   

―１１― 

持ち物にはすべて、名前を記入しましょう 


